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令和５年度運営指導における指導事項について 

 

１ 個別サービスに関する事項 

短期入所生活介護 

○緊急短期入所受入加算について 

〔事例〕 

・緊急短期入所受入加算を算定する際，利用の理由・期間・対応などの事項を記録することとなっている

が，担当者のメモに記載はあったが，事業所としての記録が整備されていなかった。 

緊急短期入所受入加算を算定する際には，利用の理由・期間・対応などの事項を記録することとなってい

ますので，事業所の記録を整備してください。 
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